
（平成２２年８月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

山口厚生年金 事案 827 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、両申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式

会社Ｂ）における昭和 31 年８月 10 日の資格喪失日に係る記録を 32 年４

月 16 日に、株式会社Ｃ（現在は、株式会社Ｂ）における資格取得日を同

年６月１日に訂正し、31 年８月から 32 年３月までの標準報酬月額を

8,000 円、同年６月から 33 年４月までの標準報酬月額を１万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る両申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 31 年８月 10 日から 32 年４月 16 日まで 

②  昭和 32 年６月１日から 33 年５月５日まで 

昭和 29 年 10 月 20 日にＡ株式会社に入社し、32 年４月 15 日に、い

ったん退社し、32 年６月１日に同社が社名変更した株式会社Ｃに再度

入社し、63 年 11 月末に定年退職したが、年金事務所から両申立期間の

厚生年金保険の被保険者記録が確認できないとの回答を得た。両申立

期間は正社員として勤務していたので、両申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  株式会社Ｂが保管していた申立人に係る労働者名簿及び社員名簿から、

申立人は両申立期間について、Ａ株式会社及び株式会社Ｃで勤務していた

ことが確認できる。 

また、両申立期間において、経理担当者であったとする同僚は、「申立

期間①は、Ａ株式会社が昭和 31 年＊月＊日の火災により全焼した直後で、

事業の再建を図っていた時期であるが、事業主から火災後も従業員の厚生

年金保険被保険者資格を喪失させる説明は無く、給与も火災前と同額の支

給であった思うので、厚生年金保険料も控除されていたはずである。」と



  

供述している。 

さらに、株式会社Ｂの社会保険事務担当者は、「両申立期間当時を知る

従業員が既にいないことから詳細は不明であるが、保管している申立人に

係る労働者名簿等から、申立人は、両申立期間は正社員として火災前と同

じ業務に従事していることが確認できることから、厚生年金保険について、

他の従業員と同様に取り扱っており、両申立期間に係る厚生年金保険料に

ついても給与から控除していたものと思われる。」と供述している。 

加えて、前述の同僚が、「Ａ株式会社は昭和 31 年８月 10 日の火災によ

り全焼した。」と供述しているところ、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿から、当初、事業主を除く被保険者全員（９人）が同

日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失したことが確認できるとともに、

当該被保険者９人のうち、二人（申立人を含む）を除く７人が、申立人が

同社を退職した後の 32 年５月 21 日付けで当該被保険者資格の喪失につい

て取り消す旨の届出が行われていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は両申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、両申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社にお

ける昭和 31 年７月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び株式会社Ｃ

における 33 年５月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、31

年８月から 32 年３月までの標準報酬月額を 8,000 円、同年６月から 33

年４月までの標準報酬月額を１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の両申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は厚生年金保険料を納付したか否かにつ

いては不明としているが、申立期間①に行われるべき事業主による健康

保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決

定や事業主による申立てどおりの資格喪失届などのいずれの機会におい

ても社会保険事務所（当時）が記録の処理を誤るとは考え難い上、申立

期間②についても行われるべき申立てどおりの資格取得届や事業主によ

る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく

定時決定などのいずれの機会においても社会保険事務所が記録の処理を

誤るとは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資

格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る両申立期間の厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき厚生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、両申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 



  

山口厚生年金 事案 828     

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額（38 万円）であったと認められることから、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を 38 万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59 年 10 月１日から 60 年 10 月１日まで 

    私は、申立期間当時、Ａ株式会社（現在はＢ株式会社）Ｃ部でＣ課長

として勤務していた。昭和 59 年 10 月から 60 年９月までの期間に係る

標準報酬月額が 28 万円となっているが、当時の給与明細書では、38 万

円の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料が給与から控除されている。 

申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ企業年金基金が保管するＢ厚生年金基金加入員台帳の写し及び申立人

が保管する昭和 59 年 10 月から 60 年９月までの給与支払明細書から判断

すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額が 38 万円であることが確

認できる。 

   また、Ｂ株式会社は、申立期間当時、厚生年金保険被保険者報酬月額算

定基礎届は、複写式の届出様式であり、同一内容のものを社会保険事務

所、健康保険組合及び厚生年金基金に提出しているとしており、提出を

受けたＢ企業年金基金では、当該算定基礎届に基づき前述の厚生年金基

金加入員台帳に申立人の申立期間における標準報酬月額を 38 万円と記録

したとしている。    

これらを総合的に判断すると、申立人に係る申立期間の標準報酬月額に

ついては、昭和 59 年 10 月１日から 60 年 10 月１日までの期間に係るＢ厚

生年金基金加入員台帳の写しから、38 万円に訂正することが必要である。 



  

山口厚生年金 事案 830 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年９月４日から 48 年３月 26 日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、当該期間における株式会社Ａにおける資格取得

日に係る記録を 46 年９月４日に、資格喪失日に係る記録を 48 年３月 26

日とし、当該期間に係る標準報酬月額を 46 年９月から 47 年９月までは４

万 2,000 円、同年 10 月から 48 年２月までは４万 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年８月初めごろから 48 年３月 26 日まで 

私は、昭和 46 年７月 15 日ごろ、勤務していた事業所を無断で退職し

て同年７月 19 日ごろＢ市に居住していた私の友人のアパートに寄宿し

た。 

友人のアパートに寄宿した半月後の昭和 46 年８月初めごろに、学校

の同級生で既に株式会社Ａが経営するＤ事業所に勤務していたＣ職の

Ｅ氏を介してＤ事業所に入社し、48 年３月 25 日までの期間において

Ｃ職として勤務した。 

同僚のＣ職の者に厚生年金保険の被保険者期間がある一方、私の厚生

年金保険の被保険者記録が確認できないのは納得いかない。給与明細書

などの資料は無いが、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 株式会社Ａにおいて厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の

同僚の供述、勤務状況等に関する申立人の供述などから判断すると、申

立人はＤ事業所にＣ職として勤務していたことが認められる。 



  

また、申立期間の始期について、申立人は、「友人のアパートに寄宿

した半月後の昭和 46 年８月初めごろＤ事業所に入社した。」と主張し

ているところ、ⅰ）申立人がＢ市に居住する前の期間において勤務して

いたとする事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、

昭和 46 年７月 21 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失していること、

ⅱ）申立人の妻が、「私の夫と一緒にＢ市へ行くため、私は勤務してい

た事業所を昭和 46 年７月 15 日に退職した。身支度に約二日間を要した

が、Ｂ市には同年７月 19 日に到着した。」と供述しており、申立人の

妻がＢ市に居住する前の期間において勤務していたとする事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人が厚生年金保険被

保険者の資格を喪失した時期とほぼ同時期である同年７月 16 日に厚生

年金保険被保険者の資格を喪失していること、ⅲ）申立人がＢ市におい

て寄宿していたアパートに居住していた申立人の友人が、「申立人及び

申立人の妻は、昭和 46 年７月中旬ごろ転居してきた。その後まもなく、

１か月も経過しないうちに、Ｄ事業所に入社したと聞いた記憶があ

る。」と供述していることなどから判断すると、申立人は同年８月４日

にＤ事業所においてＣ職として勤務を開始していたことが認められる。 

さらに、申立期間の終期について、申立人の妻は、「私の夫がＤ事業

所を退職する際に、私は勤務していた事業所を昭和 48 年３月 25 日に退

職してから身支度を整え、同年３月 28 日に、夫と共に帰郷した。」と

供述しているところ、申立人の妻が当時勤務していたとする事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 48 年３月 26 日に

厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることなどから判断すると、

申立人は、少なくとも同年３月 25 日までの期間においてＤ事業所に勤

務していたことが認められる。 

加えて、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立人が上司及び同僚であったとする５人のＣ職のすべてに、申立期間

において厚生年金保険の被保険者期間が確認できる上、当該Ｃ職の一人

は「Ｄ事業所のＣ職は皆、正社員であったと思う。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和 46 年

９月４日から 48 年３月 26 日までの期間について、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と一緒にＤ事業所

にＣ職として勤務していたとする前述の同僚の株式会社Ａに係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、昭和 46 年９月から 47 年９月

までは４万 2,000 円、同年 10 月から 48 年２月までは４万 8,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



  

株式会社Ａに資料が無いことから確認できないが、当該期間における健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないこと

から、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考え

られない上、資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事

務所が申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主

から当該社会保険事務所へ資格の取得及び喪失等に係る届出は行われて

おらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46 年９月か

ら 48 年２月までの期間に係る厚生年金保険料についての納入の告知を

行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

２ 一方、昭和 46 年８月４日から同年９月４日までの期間については、

同僚の供述などから判断すると、申立人は当該期間において申立事業所

に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、株式会社Ａにおいて、申立期間当時、申立人と同じ職

場でＣ職として勤務していたとする同僚のうちの一人が「入社の時期か

ら約１か月後に厚生年金保険に加入した。」と供述しているところ、当

該同僚について、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

から確認できる厚生年金保険被保険者資格の取得時期と、当該同僚が供

述する勤務の開始時期が一致していないことが確認できる。 

また、事業主は当該期間当時の関連資料を保管しておらず、申立人の

厚生年金保険の加入に係る届出及び厚生年金保険料の控除等について供

述を得ることができず、申立人は、給与から厚生年金保険料が控除され

ていたことを示す給与明細書等を所持していない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   



  

山口厚生年金 事案 831 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を平成元年３月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

昭和 63 年３月から同年７月までの期間は 19 万円、同年８月から平成元年

２月までは 24 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月 16 日から平成元年３月 16 日まで 

    私は、昭和 59 年３月に株式会社Ａに入社し、申立期間当時はＢ事業

所で勤務していた。 

私の実家が所在するＣ市に事業所が新設されることを知り転勤希望を

提出したところ、運営会社が異なるため株式会社Ａをいったん退職し、

株式会社Ｄへ移籍することになった。 

平成元年３月 16 日に移籍するまでの期間において継続してＢ事業所

に勤務しており、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が所持する株式会社Ａが発行した身分証明書、健康保険被保険者

証、株式会社ＤがＢ事業所へ送信した平成元年３月９日付文書「移籍社員

の赴任について」の写し及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人が

株式会社Ａに継続して勤務し（平成元年３月 16 日に株式会社Ａから株式

会社Ｄへ移籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに係る

昭和 63 年２月及び申立人と同年代で同期入社であり、申立期間にＢ事業



  

所で勤務していたとする同僚二人の同年８月のオンライン記録から、同年

３月から同年７月までの期間は 19 万円、同年８月から平成元年２月まで

の期間は 24 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は適正な届出及び申立期間に係る保険料を

納付した否かについては不明としているが、社会保険事務所（当時）の

記録における株式会社Ａの厚生年金保険被保険者の資格喪失日が雇用保

険の被保険者記録における離職日の翌日となっており、社会保険事務所

及び公共職業安定所の双方が誤って符合する資格喪失日及び離職日と記

録したとは考え難いことから、事業主が昭和 63 年３月 16 日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月か

ら平成元年２月までの期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 



  

山口厚生年金 事案 825 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 明治 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 22 年９月１日から 28 年 11 月 30 日まで 

② 昭和 28 年 11 月 30 日から 38 年３月１日まで  

私の父は、申立期間①は、Ａ株式会社（現在は、株式会社Ｂ）Ｃ支

社のＤ部で勤務したと聞いている。私も、申立期間①当時、同社の運

動会等の行事に参加し、毎日の弁当には鯨肉が入っていた記憶がある。 

また、申立期間②は、私は父と同居しておらず、当時の父の詳しい

状況は不明だが、父はＥ市のＦ事業所（現在は、株式会社Ｆ）にて勤

務していたと聞いている。 

両申立期間について、私の父が厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の子は、申立人はＡ株式会社Ｃ支社のＤ

部で勤務していたと主張しているものの、株式会社Ｂが保有するＡ株式

会社Ｃ支社Ｇ部に係る昭和 25 年及び 27 年の職員名簿に申立人の氏名は

見当たらず、また、同職員名簿から氏名が確認でき、かつ、同社Ｃ支社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間①当時、厚生

年金保険の被保険者記録が確認できる同僚のうち、連絡先の判明した５

人全員が申立人を記憶しておらず、申立人の申立期間①における勤務実

態について確認することができない。 

また、株式会社Ｂは、前述の職員名簿以外に賃金台帳などを保管して



  

おらず、申立人の申立期間①における厚生年金保険の加入状況及び厚生

年金保険料の控除等の具体的な状況は不明である上、申立期間①当時の

同社Ｃ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は

見当たらない。 

  さらに、Ａ株式会社Ｃ支社Ｇ部には、船員部門が存在したことから、

株式会社Ｂ及びＨ組合に照会したものの、申立人がＡ株式会社Ｃ支社に

おいて船員として勤務したことを確認することはできず、申立人の申立

期間①における勤務実態、船員保険の加入状況及び船員保険料の控除等

の具体的な状況は不明である上、同社Ｇ部に係る船員保険被保険者名簿

にも申立人の氏名は見当たらない。 

  このほか、申立期間①の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

  なお、申立人は申立期間①以前の期間について、Ａ株式会社Ｃ支社の

前身であるＩ事業所において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる

ことから、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間①当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚に照会し

たものの、連絡先の判明した二人は申立人を記憶していないなど、申立

人の申立期間①における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年

金保険料の控除等の具体的な状況は不明である上、申立期間①当時の前

述の被保険者名簿にも申立人の氏名は見当たらない。 

 ２ 申立期間②について、Ｆ事業所の当時の事業主の子及び同社で申立期

間②当時に申立人と一緒に勤務したとする同僚の供述から判断すると、

申立人は申立期間②のうち、昭和 28 年 11 月ごろから 31 年９月ごろま

での期間において、同社に勤務し、主に営業業務に従事していたことが

推認できる。 

   しかし、Ｆ事業所の当時の事業主の子は、「Ｆ事業所は、私の父が昭

和 22 年に個人事業所として創業したが、厚生年金保険の適用事業所に

該当することとなったのは、当社が法人化した 31 年 12 月以降であ

る。」と供述しているところ、適用事業所原簿において、同社が厚生年

金保険の適用事業所となったのは 32 年６月１日であり、申立期間②の

うち、28 年 11 月 30 日から 32 年６月１日までの期間について、同社は

厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   また、株式会社Ｆに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 32 年６月１日以前の期

間において厚生年金保険被保険者の資格を取得している者は確認できず、

同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認できる前

述の同僚は、「株式会社Ｆが厚生年金保険の適用事業所となる以前の期

間において、給与から厚生年金保険料は控除されていなかった。」旨供



  

述している上、当該被保険者名簿に申立人氏名は見当たらず、健康保険

の整理番号に欠番も見られないことから、申立人の記録が欠落したとは

考え難い。 

  このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

山口厚生年金 事案 826 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 35 年９月１日から 36 年８月１日 

私は、申立期間はＡ市にあるＢ株式会社に会社の寮に住み込みで勤

務した。 

当時の資料は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したとするＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿から、申立人が記憶している当時の同僚の氏名を確認できることな

どから判断すると、期間は不明であるものの、申立人は、同社に勤務して

いたことがうかがえる。 

しかし、適用事業所原簿によると、Ｂ株式会社が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 35 年 12 月１日であり、申立期間のうち、同年９月

１日から同年 12 月１日までの期間について、同社は厚生年金保険の適用

事業所ではなかったことが確認できる。 

また、適用事業所原簿によると、Ｂ株式会社は昭和 45 年５月 16 日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主も既に死亡して

いることから、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び具体的な供述が得られない。 

さらに、申立人は、「申立期間に、Ｂ株式会社において約 12 人の従業

員が勤務していた。」と供述しているところ、Ｂ株式会社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿に記載されている申立期間当時の被保険者は６

人であることが確認できるとともに、申立人が記憶している同僚二人につ

いて、厚生年金保険の被保険者記録が確認できない上、当該被保険者名簿



  

から、当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「当時、

Ｂ株式会社では従業員全員を厚生年金保険に加入させていなかった。私は

昭和 32 年の創業時から同社に勤務していたが、厚生年金保険の被保険者

となったのは 36 年７月である。」と供述していることなどから判断する

と、当時、同社では、すべての従業員について、必ずしも厚生年金保険に

加入させていたとは限らない状況とともに、同社が厚生年金保険の適用事

業所となった昭和 35 年 12 月１日以降の期間についても、従業員について、

必ずしも同日において厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況が

うかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

     

 



  

山口厚生年金 事案 829 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 21 年３月１日から 22 年５月 31 日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）に、Ａ株式会社（現在は、株式会社

Ｂ）に係る船員保険の被保険者記録を照会したところ、申立期間の船

員保険の被保険者記録が確認できないとの回答を得た。 

    昭和 21 年３月１日から 22 年５月 31 日までの期間において、Ａ株式

会社所有の船舶(Ｃ丸、第何号か番号不明)に甲板員として乗り込んだ。 

申立期間については船員保険に加入していたはずであり、船員保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、船員手帳を所持しておらず、Ａ株式会社が所有するＣ丸に一

緒に乗り込んだと記憶している同僚は既に死亡していることから供述を得

ることができない上、株式会社Ｂには申立期間当時の資料が保存されてい

ないことから、申立人が申立期間において、Ａ株式会社所有のＣ丸に乗り

込んでいたことを確認することができない。 

また、Ａ株式会社が所有するＣ丸（第＊Ｃ丸から第＊Ｃ丸）に係る船員

保険被保険者名簿を確認したが、申立人の名前は無く、申立人が記憶して

いる同僚も申立期間に船員保険の被保険者記録は無い。 

さらに、申立人は、一緒に乗船した船長、機関長、甲板長等の幹部船員

の名前を記憶していないことから、申立人が乗り込んでいたＣ丸を特定す

ることができず、申立人の申立期間における船員保険の加入状況及び船員

保険料の控除について確認できる供述を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間において船員保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

山口厚生年金 事案 832 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56 年４月から同年７月まで 

     私は、ねんきん定期便を確認したところ、申立期間に係る厚生年金保

険の被保険者記録が記載されていなかったため、社会保険事務所（当

時）に調査を依頼したところ、申立期間の被保険者記録が確認できない

との回答を得た。 

 私は、昭和 56 年４月にＡ株式会社にＢ職の助手として入社した。同

年５月 20 日にＣの免許を取得したので、社内で約１か月間においてＣ

操作の技術指導を受けた後、現場で勤務した。 

 現在は所持していないが、給与明細書を受け取った記憶がある上、複

数の同僚及び当時の事務担当者を記憶しているので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が同僚として氏名を挙げ、申立期間においてＡ株式会社において

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「申立人は、Ｃオペレ

ーターとして勤務していた。」と供述していることから判断すると、申立

人が、同社に勤務していたことは推認できるが、申立期間当時、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者原票から厚生年金保険の被保険者記録が

確認できる同僚８人に照会したところ、回答が得られた６人全員が申立人

の入社時期について記憶しておらず、申立人が申立期間において、同社に

勤務していたことを確認することができない。 

また、Ａ株式会社の取締役（経理担当者）は、詳細は不明であるとしな

がらも、「当社に入社する前にＣの免許を所持している者と、入社後に免

許を取得し、現場で勤務するまでの１か月間以上において社内でＣ操作の



  

教習を受ける者とでは、厚生年金保険に加入させる時期は同じではなかっ

たと思う。」と供述している。 

さらに、前述の取締役は、「申立人に係る人事記録、賃金台帳、厚生年

金保険被保険者資格取得届等の関連書類も保存年限を過ぎており保管して

いない。」と供述しており、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金

保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等を確認することができない。 

加えて、雇用保険の被保険者記録から、申立人のＡ株式会社に係る雇用

保険被保険者資格の取得日は昭和 56 年８月１日であることが確認でき、

当該記録は同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から確認できる

申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日と一致しているところ、前述

の同僚のうち、雇用保険の被保険者記録が確認できた４人についても、雇

用保険被保険者の資格取得日と厚生年金保険被保険者資格の取得日は一致

していることが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


